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建設キャリアアップシステムとは
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見積り・請求のエビデンスとしての活用

施工実績DB・ビックデータとしての活用

 建設キャリアアップシステムは、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断
的に登録・蓄積する仕組み

 若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたっ
て建設業の担い手を確保し、ひいては、建設産業全体の価格交渉力・競争力を向上させるもの

 また、労務単価の引き上げや社会保険加入の促進といった、これまでの技能者の処遇改善の取組を
さらに充実させるもの

 平成３１年４月より「本運用」を開始。初年度で１００万人、５年で全ての技能者の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

技能者情報等の登録 カードの交付・現場での読取

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

※システム運営主体
（一財）建設業振興基金＜建設キャリアアップシステムの概要＞

就
業
履
歴
を
蓄
積

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者（見習い）

中堅技能者
（一人前の技能者）

職長として現場に
従事できる技能者

高度なマネジメ
ント能力を有す
る技能者（登録
基幹技能者等）

評価基準に合わせ
てカードを色分け

技能者の経験の見える化・能力評価

現場管理のIT化・書類削減

国土交通省告示第460号 「建設技能者の能力評価制度に関する告示」平成31年3月29日（4月1日から施行）
（定義）
第2条 この告示において「建設キャリアアップシステム」とは、一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建
設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。

２ この告示において「建設技能者」とは、工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該建設工事を適正に実施するために必要な技能を有する者であって、
建設キャリアアップシステムに登録された者をいう。
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建設キャリアアップシステムで利用する建設キャリアアップカードについ
て説明します。
① カードの送付方法と利用上の注意事項
② カードを紛失した場合
③ カードの券面と本人確認番号
④ カードの有効期限と更新方法

建設キャリアアップカードセクション

１
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➀カードの送付方法と利用上の注意事項
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②カードを紛失した場合（再発行方法）
 カードを紛失した場合、再発行の手続きをします。お問い合わせセンター（電話番号：03-6386-

3725）に連絡し、再発行の手続きを進めてください。音声ガイダンスに従い、お問合せ番号『９番
（その他）』を押します。

 念のため、最寄りの交番に届け出て、遺失物届を提出します。
 カードが手元に届くまでの間、就業履歴を蓄積する方法として、システムに直接入力します。詳しく

は本ガイダンスのセクション４を確認します。

【再発行の流れ】
(1)技能者がお問い合わせセンターに電話
(2)お問い合わせセンターが電話にて本人確認
(3)建設業振興基金が再発行の処理
(4)申請者がログインし、決済処理と支払い
(5)建設業振興基金がカードの作成、郵送
(6)申請者がカードの受取

 「建設キャリアアップカード」は、新規申請の際に設定した「カード送付先住所」に書留郵便で台紙
に張り付けて送付します。

 台紙には、技能者ＩＤと初期パスワードが印字されています。最初にログインする際に、この初期パ
スワードが必要になります。

 カードが届かない場合、お問い合わせセンター（電話番号03-6386-3725）に連絡します。代行申請
により新規登録した場合、代行申請者に問い合わせます。

 カードには技能者ＩＤのデータを記録したＩＣチップが内蔵されています。
 カードを折り曲げたり、高周波や強い紫外線の環境では身に着けないよう注意します。
※初期不良の場合は無料で交換されますので、お問い合わせセンターに連絡してください。

メニュー360_カード再発行を選択
します。
10_支払を選択します。
決済画面が表示されます。
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 券面には、１４桁数字から構成される技能者ＩＤが印字されてい
ます。さらに、写真・氏名・初期登録年・カード有効期限・生年
月が印字されています。

 裏面には、本人確認番号が印字されています。本人確認番号はパ
スワードの変更やカードの再発行の際に必要になりますので、ご
注意ください。

 外国籍の場合、氏名の表記は在留カードまたは特別永住者証明書
に記載されているアルファベットや漢字で印字されます。漢字文
化圏の場合、上段に漢字と下段にアルファベットの二段書きで印
字されます。なお、簡体字等については正字の範囲の文字に置換
して券面に印字されます。

氏名印字例：【漢字文化圏以外】CARPENTER MARGARET
【漢字文化圏】建 桜麗

JIAN YINGLI
 通称名（旧姓等）を登録し、「カード券面に印字する」を選択し

た場合、カッコ書きで印字されます。

氏名印字例：建設 撫子（国土 撫子）
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【一般のカード（表面）】

【ゴールドカード（表面）】

④カードの有効期限と更新方法

③カードの券面と本人確認番号 【補足：本人確認番号とは、以前セキュリティコードとお伝えしていました】

 「建設キャリアアップカード」の有効期限は１０年です。
 期限が切れる約半年前に更新手続きのお知らせがありますので、

案内に従い手続きを進めます。
 具体的な更新方法につきましては、今後公開される予定です。

技能者ID

【裏面】

本人確認番号
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建設キャリアアップシステムの利用方法を説明します。ログインする際に
は、技能者ＩＤとパスワードが必要になります。
① ログイン方法と初期パスワードの変更
② 技能者情報の閲覧と確認方法
③ 技能者情報の開示・非開示の設定方法

利用方法セクション

２
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ブラウザの「進む」「戻る」「更新」ボタン等は
使用できません。画面上のボタンを使用します。

①ログイン方法と初期パスワードの変更
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 パソコンやタブレット・スマートフォンから建設キ
ャリアアップシステムのホームページを開きます。

ホームページのＵＲＬ https://www.ccus.jp/
 緑色のログインボタンを押します。

カードの券面に印字されている技能
者ＩＤをログインＩＤ欄に入力しま
す。
メールまたは書面で通知された初期
パスワードを入力します。
ログインボタンを押します。

現在のパスワード欄に初期パスワー
ドを入力します。
新しいパスワード欄に覚えやすいパ
スワードを設定します。
新しいパスワード確認欄に新しく設
定したパスワードを入力します。
パスワード変更ボタンを押します。

注意事項を読みます。

ココとココは
おなじ！

5

4

3

2

1

6

8

7
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②技能者情報の閲覧と確認方法

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 9

一部省略

右上の氏名表示の右側の逆三角マー
クを押すとパスワード変更やログア
ウトできます。
左側の青い箇所にメニューが表示さ
れます。こちらから様々な処理を行
います。

メニュー310_閲覧を選択します。
10_技能者情報を選択します。
詳細な本人情報が表示されますので
、最新の情報が正しく登録されてい
るか確認します。
情報が間違っている場合、変更申請
します。本ガイダンスのセクション
３を確認します。

帳票出力ボタンを押すとエクセル形
式で本人情報を出力できます。

パスワード変更

ログアウト

逆三角マーク

1

 ポータル画面が表示されます。
 通知欄には、運営主体からのお知らせなどが表示さ

れます。

4

32

右にスクロール

一
部
省
略

メニュー410_ダウンロードを選択
します。10_帳票ダウンロードを選
択します。
ダウンロードボタンを押します。
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②技能者情報の閲覧と確認方法
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 技能者就業履歴を閲覧できます。

メニュー310_閲覧を選択します。
20_就業履歴を選択します。
就業期間をプルダウンメニューから
設定します。現場ＩＤまたは現場名
を入力し、『月別集計』ボタンまた
は『月別カレンダー』ボタンを押し
ます。
下記は月別カレンダーを押した例で
す。

4
3

21

一部省略

右にスクロール

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

画面左下に集計が表示されます。
計上欄に表示されている数字の意味
は、一つの現場で２７日就業したも
のになります。

直接入力で就業履歴を
登録した例です。

カードで就業履歴を登
録した例です。

プルダウンメニュー

ＣＳＶ出力またはエクセ
ル形式による帳票出力が
できます。

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル
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②技能者情報の閲覧と確認方法
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 エクセル形式による帳票出力が可能です。
帳票No． 2-3 ※1　就業履歴と就業日について

帳票名 就業履歴（月別カレンダー） ・就業履歴は、登録された数を計上する。（１暦日に複数登録された場合は、その複数を計上する。）

対象技能者 技能者ＩＤ 93845751166921 ・現場単位での就業履歴は、就業履歴がある暦日を１として登録することを基本とするが、元請事業者の承認があれば加算できる

技能者名 建設未来 ・就業日は、就業履歴がある暦日を１として計上する。

技能者名フリ

ガナ
ケンセツミライ

対象期間 2019-08 ※2　登録方法の凡例

出力日時 2020-02-19 16:43:40 ＩＣ ：ＩＣカード読み取りによるシステム入力

出力者ＩＤ 60569468274521 ＱＲ ：ＱＲコード読み取りによるシステム入力

出力者名 建設未来 バーコード ：バーコード読み取りによるシステム入力

出力者立場 技能者 生体 ：生体認証によるシステム入力

直接 ：直接入力

所属事業者 元請事業者 現場

事業者ＩＤ 事業者名
法人・個人区

分
事業者ＩＤ 事業者名 現場ＩＤ 現場名

2019/08/01 木 66879345433022
（株）基金一次建

設
04816902719322 北新建設（株） 94443087966071

虎ノ門ビル新築

工事

2019/08/02 金 66879345433022
（株）基金一次建

設
04816902719322 北新建設（株） 94443087966071

虎ノ門ビル新築

工事

2019/08/05 月 66879345433022
（株）基金一次建

設
61296511955922 竹澤工業 19167022487271 Aプロ建設工事

（株）基金 次建

就業日

技能者の所

属事業者と

異なる場合

工事区分

　

　

 

現場

未登録
職種 立場 作業内容 方法

（計上）

現場

未承認

（非計上）

（非計上）
システム番

号
機器番号 結

無 1 0 0 鉄骨工・鉄工 職長 無 ICカード 000 d82a5bdb94

無 1 0 0 鉄骨工・鉄工 職長 無 ICカード 000 d82a5bdb94

無 1 0 0 鉄骨工・鉄工 無 ICカード 000 d82a5bdb94

登録方法
※2

現場

登録済 有害物質の

取り扱い、有

害業務への

従事有無

認定システム

就業履歴

工事内容
有害物の取り扱い

の有無

就業履歴数
※1 就業内容

　

　

 

結果 決済日 結果 決済日 結果 決済日 登録者立場
データ蓄積

日

確認 2019/08/01 － － － － 本人 2019/08/01 ○ 3123 2147

確認 2019/08/03 － － － － 本人 2019/08/03 ○ 4567 2147

確認 2019/08/05 － － － － 本人 2019/08/05 ○ 3123 2147

所属事業者承認 登録者立場

直接入力

加入
共済契約者

番号
被共済者番号

現場承認 一次承認

登録 建設業退職金共済証紙代替カウント

 

 

 

  

  

 

 

年月日

その他安全衛生講習名称

日付の種類

年月日

研修等名称

日付の種類

年月日

表彰 表彰名

表彰日

情報の登録・変更・更新日 初回登録日 2019-03-11

最新変更・更新日時 2020-02-14 16:19:24

帳票No． 1-1

帳票名 技能者情報

対象時点 2020-02-14 16:19:24

出力日時 2020-02-19 13:43:59

出力者ＩＤ 93845751166921

出力者名 建設 未来

出力者立場 技能者

技能者情報 本人確認書類 あり

技能者ID 93845751166921

技能者氏名フリガナ ケンセツ  ミライ

技能者氏名 建設  未来

Ｎａｍｅ

通称名

生年月日 1989-04-01

年齢 30歳

性別 男

血液型 A

現住所（郵便番号） 〒105-0001

現住所（都道府県） 東京都

現住所（都道府県以降） 港区 虎ノ門150-150

電話番号（自宅） 03-5473-0110

電話番号（携帯）

FAX

メールアドレス ccusmanual@gmail.com

緊急連絡先住所 現住所と同じ

緊急連絡先電話番号 090-5555-2222

緊急連絡先氏名 鈴木 一郎

国籍 日本

在留資格

在留期間 ～

技能者ランク 白

建設業退職金共済証紙代替カウント数 ー

就業日数 28

就業履歴数 32

現在の所属事業者 所属事業者ID 66879345433022

所属事業者名 （株）基金一次建設

雇用形態 常時雇用

雇用年月日

過去の所属事業者 所属事業者ID

所属事業者名

雇用形態

雇用年月日

退職年月日

健康保険 加入状況 有

適用除外理由

保険種類 国民健康保険組合

年金保険 加入状況 有

適用除外理由

保険種類 厚生年金

事業所整理番号 96358964

事業所記号 9635896

雇用保険 加入状況 有

適用除外理由

保険種類 963578524

建設業退職金共済制度 加入状況 有

 

一部省略

技能者情報の例 就業履歴月別カレンダーの例

右にスクロール

右にスクロール
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②技能者情報の閲覧と確認方法
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 所属している事業者の情報を閲覧できます。

メニュー310_閲覧を選択します。
30_所属事業者情報を選択します。

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル
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②技能者情報の閲覧と確認方法
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13

 技能者本人が登録されている現場の施工体制情報を確認できます。
 技能者本人が登録されている現場の現場・契約情報を確認できます。

メニュー310_閲覧を選択します。
40_施工体制登録情報を選択します
。
検索条件欄に現場ＩＤや現場名を入
力し、「自社が施工体制に登録され
ている現場」のラジオボタンに●を
付けます。
検索ボタンを押します。
明細一覧に該当現場が表示されます
。施工体制登録事業者ボタンを押し
ます。

現場・契約ボタンを押した例です。

13

右にスクロール

右にスクロール
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②技能者情報の閲覧と確認方法
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 システムに登録されている事業者を検索できます。
 変更申請や代行申請など申請中の状況（ステータス）を確認できます。

メニュー310_閲覧を選択します。
50_事業者の検索を選択します。
検索条件欄が表示されます。事業者
名や都道府県をプルダウンメニュー
から選択し、検索ボタンを押します
。事業者一覧が表示されます。

メニュー310_閲覧を選択します。
60_申請情報の検索を選択します。

さらに詳しい事業者情報を確認する
場合、該当のラジオボタンに●を付
け、事業者情報ボタンを押します。

より詳しい情報が表示されます。

ステータスにより、変更申請中の状
況を確認します。

＜ポイント＞
ご自身が所属している会社の事業者ＩＤがわからないケースなど
で利用できます。
同一の会社名がある可能性がありますので、ご注意ください。
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メニュー380_開示設定を選択します。
10_技能者を選択します。
開示項目設定画面が表示されますので、以下の３つのいずれかの
方法により設定します。
１）画面左上にある一括開示ボタンを押す。
２）画面左上にある一括非開示ボタンを押す。
３）各項目ごとにスライドスイッチを押す。

※初期設定は非開示となっています。
※スイッチを押すことにより、非開示または開示に切り替え
ることができます。

③技能者情報の開示・非開示の設定方法
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 技能者本人の情報を他の事業者に閲覧させるか、閲覧させないか選択できます。
 技能者本人と所属事業者が開示に同意すると他の事業者に技能者の情報を開示できます。
 初期登録時は全ての情報が非開示となっています。
事業者（立場）毎の閲覧条件

所属事業者 元請・上位下請
業者

【条件なし】
●システムに登録されている
所属技能者の情報は全て閲覧可能。

前提条件：事業者が建設キャリアアップシステムに登録されている技能者情報を閲覧するには、
システムに事業者登録し、ＩＤとパスワードを取得する必要がある。

技能者情報

【一部条件あり】
●元請は自社の現場に入場して
いる技能者情報のみ閲覧可能。

●上位下請は下位下請の技能者
情報のみ閲覧可能。

【条件あり】
●技能者と所属事業者の
双方が同意した範囲
のみ、他社の技能者
の情報を閲覧可能。

他の事業者

開示の
状態

非開示の
状態

＜注意事項＞不用意に『開示』に設定しない！

スライドスイッチ
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建設キャリアアップシステムに登録した情報を修正・編集・更新するために、
当システムにログイン後、変更申請します。
① 氏名や住所などの変更
② 所属事業者の変更（転職や退職など）
③ 職種の追加・変更
④ 資格の追加・変更（技能士・資格免許・技能講習・特別教育）
⑤ 申請と申請中の修正
⑥ カード券面の内容変更に伴う支払いの流れ
⑦ 所属事業者による代行変更申請
【ポイント】
・変更申請は無料です。
・カードの再発行に伴う変更申請は有料です。（氏名の変更やカードの色）
・変更する情報の反映に審査時間を要する申請と即座に反映する申請があります。

変更申請セクション

３
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①氏名や住所などの変更
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各項目の入力画面が表示されます。
必須という赤いボタンが付いている
箇所は必ず入力します。

メニュー350_変更を選択します。
10_変更申請を選択します。
申請内容送信（申請内容確認）画面
が表示されます。
各項目（本人確認書類や技能者氏名
など）欄の右端にあるえんぴつボタ
ンを押します。

一部省略

一部省略

顔写真は変更申請にて、
変更できません。
更新時のみ変更可能です。

通称名（旧姓名）を入力する場合、
スライドスイッチを押すと、入力画
面が展開します。

郵便番号を入力し、住所検索ボタン
を押します。
現住所を変更する場合、新しい住所
が確認できる書類を再提出します。

スライドスイッチ

一部省略

メールアドレスを変更した場合、登
録しているアドレスも忘れずに変更
します。

 技能者の氏名や現住所などを変更します。
 申請内容に応じて添付書類が必要になります。
 変更内容が確認できる書類を用意し、デジカメ

やスキャンをつかって、ＪＰＥＧデータを作成
します。

1
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②所属事業者の変更（転職や退職など）

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 18

所属事業者入力欄に現在の所属事業
者が表示されています。
明細登録ボタンを押します。

事業者選択ボタンを押します。
事業者IDや事業者名を入力し、検索
ボタンを押します。

該当する事業者名が表示されますの
で、選択（青く反転）し、設定ボタ
ンを押します。

一部省略

必須という赤いボタンが付いている
箇所は必ず入力します。
雇用年月日のカレンダーボタンを押
し、日付を入力します。
入力が終了したら設定ボタンを押し
ます。

 所属事業者を変更します。
 新規申請時に事業者ＩＤを入力していない場

合、この操作を行います。

＜ポイント＞
主たる所属事業者を変更すると社会保険情報がリ
セットされます。新しい健康保険情報などを設定
し直し、申請してください。新しい確認書類を添
付します。

1

2

3

4

5

6

7
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②所属事業者の変更（転職や退職など）
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はいボタンを押します。
以上で、新しい転職先の会社のみ設
定されました。
内容確認へボタンを押します。

 次は、退職した場合の変更方法です。
 所属事業者を「なし」と設定することにより、

どの会社にも所属していないという状態を作り
出します。

10

11

1

＜ポイント＞
退職履歴を残す場合、これまでに所属していた事業者の雇用年月
日の設定します。

一
部
省
略

主たる所属事業者として、キャリア
二次建設のラジオボタンに●を付け
ます。
次に、転職元の会社を削除するため
、赤い行削除ボタンを押します。

9

転職先の新しい会社の追加設定でき
ました。下記のように２段で表示さ
れています。

8



建設キャリアアップシステム ガイダンス動画 技能者情報登録申請 インターネット申請

②所属事業者の変更（転職や退職など）
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所属事業者情報欄が表示されます。
フリガナには「ナシ」を、所属事業
者名には「なし」を入力します。
所在地や電話番号は自宅の住所や電
話番を入力します。

メールアドレスはご自身が利用して
いるアドレスを入力します。雇用形
態は『常時雇用』をプルダウンメニ
ューから選択します。
設定ボタンを押します。

これまで所属していた事業者と新し
い所属事業者として「なし」が設定
されました。所属事業者「なし」の
行のラジオボタンに●を付けます。
次に、これまでに所属していた事業
者行の右端に表示される行削除ボタ
ンを押します。

右にスクロール

これまで所属していた事業者が削除
され、「なし」のみが設定されまし
た。
以上でどこにも所属していない状態
が設定されました。

一部省略

2

3
4

6

7

5
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③職種の追加・変更
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 職種を追加または変更します。
 職種は大分類と小分類から構成されています。いずれの分類も追加可能です。
（例：同じ大分類で異なる小分類）一つ目：大分類06とび工の小分類01とび工 二つ目：大分類06とび工の小分類02足場とび工
（例：異なる大分類） 一つ目：大分類06とび工の小分類02足場とび工 二つ目：大分類01特殊作業員の小分類11土工

 ポータル画面における「主たる職種」の表示は技能者情報が反映されますが、就業履歴記録上の職種
設定は、以下のとおりです。
ＩＣカード：施工体制登録時の技能者情報編集操作にて設定（プルダウンメニューから選択）
直接入力：入力操作にて設定（詳細は本ガイダンスセクション４を参照）

職種入力欄に当初設定した職種が表
示されています。
（下記例：特殊作業員）
明細登録ボタンを押します。

技能職種選択画面が表示されます。
大分類のプルダウンメニューを押し
、職種を選択（青色に反転）し、検
索ボタンを押します。

小分類の職種が表示されます。追加
したい職種を選択（青色に反転）し
、設定ボタンを押します。

追加したい職種が設定されました。
主たる職種をとび工に変更したい場
合、左端のラジオボタンにチェック
を入れます。（主たる職種を変えな
い場合はそのままで構いません。）

ラジオボタン

5

4 3

2

1

6
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④資格の追加・変更（技能士・資格免許・技能講習・特別教育）
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 資格を追加または変更します。
 複数の資格を登録できます。
 コード番号がない資格は手入力で設定します。
 能力評価制度につながる重要な資格があります

ので、資格証を添付し、確実に設定します。
保有資格等欄の右端の明細登録ボタ
ンを押します。

選択方法画面が表示されます。選択
方法プルダウンメニューから「選択
画面から選択」を選び（青色に反転
）、選択ボタンを押します。

検索条件画面が表示されますので、
大分類プルダウンメニューから選択
します。設定ボタンを押します。

引き続き、条件を設定します。一例
として、『足場』を保有資格名欄に
入力し、検索ボタンを押します。

検索結果が表示されます。選択し、
設定ボタンを押します。

その他の項目を入力します。
資格証の日付が更新日の場合、登録
年月日を選択します。
日付はカレンダーボタンから設定し
ます。
技能講習修了証明書のスライドスイ
ッチを押し、選択ボタンを押します
。資格証のＪＰＥＧデータを添付し
ます。
最後に設定ボタンを押します。

5

4

3
2

1

6

7

8

9

11

10

12

13
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⑤申請と申請中の修正
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内容確認へボタンを押します。

 入力した内容を確認し、申請します。

メニュー350_変更を選択します。
20_申請の修正を選択します。
申請番号検索画面が表示されます。
申請完了時に表示された申請番号を
入力し、不備個所を修正します。

修正した個所は黄色に表示されます
。間違えがないか確認し、申請ボタ
ンを押します。
はいボタンを押します。
はいボタンを押します。

今回の変更申請に関する申請番号が
表示されます。

4

3

2
1

 申請に不備があった場合、不備お知らせメール
が配信されます。

 不備修正（変更申請画面）が操作できます。

＜ポイント＞
資格を追加するケースにおいて、添付する資格者証が準備できな
い場合、後日、変更申請することも可能です。
なお、変更申請は無料です。
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⑥カード券面の内容変更に伴う支払いの流れ
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 券面に印字されている氏名を変更した場合、カードを再発行します。
 この場合、破損や紛失時のカード再発行と処理の流れが異なります。前ページの申請後、審査を行い、

審査が完了すると下記のメールが届きます。

建設 未来

建設 未来

内容を確認し、申請ボタンを押します。
画面に従い、支払い処理を進めます。

4

3

2

1
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知らない事業者から同意を
求められた場合、却下しま
す。

⑦所属事業者による変更代行申請
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所属事業者等が技能者情報を変更申請できます。
そのためには、事前に技能者の承認（同意）が必要
です。以下の流れで進めます。
（１）所属事業者による要請
（２）技能者による承認（同意）
（３）所属事業者による変更申請
ここでは、（２）について説明します。詳細は現場
運用マニュアル第２章を参照します。

メニュー370_代行申請を選択しま
す。
10_変更申請の同意確認を選択しま
す。
同意確認一覧画面が表示されます。
同意を求めている代行事業者名を確
認し、間違いがなければ、確認ボタ
ンを押します。

代行申請依頼内容を確認します。間
違いがなければ、同意ボタンを押し
ます。

＜注意事項＞
この機能は、技能者に代わり、事業者が技能者本人の住所を変更
したり、主たる所属事業者を変更したりするものです。
技能者本人の個人情報を取り扱えることになりますので、十分ご
注意の上、同意してください。
右のように「却下」することもできますし、同意も却下もしない
ままにしておくことも可能です。
なお、却下した場合、再度同意するには、事業者側から再度同意
の要請が必要となります。 5

4

3

2

1
代行申請内容等のコメントを確認し
ます。
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建設キャリアアップシステムに就業履歴を蓄積します。蓄積する方法は➀建設
キャリアアップカードをカードリーダーにかざす、②直接入力する、以上の２
つの方法があります。この２つの方法と就業履歴を蓄積するポイントについて
説明します。
① カードリーダーにかざす
② 就業履歴の直接入力
③ 就業履歴への現場ＩＤ付与
④ 施工体制登録における代理手続き
⑤ 所属と異なる事業者の元での就業履歴要請
【ポイント】
能力評価制度につながる大事なデータです。定期的にご自身の就業履歴を確認
することを推奨します。

就業履歴セクション

４
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＜参考＞利用状況写真

①カードーリーダーにかざす
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 建設キャリアアップカードをカードリーダーにかざすことによって就業履歴を蓄積します。
 就業履歴を蓄積するための専用アプリ「建レコ」と建レコをインストールする機器が必要です。
 カードリーダーやインストールする機器は現場を管理する元請事業者が現場に用意します。
 あらかじめ所属事業者が建設キャリアアップシステムの現場作業員一覧（作業員名簿）に登録します。

＜ポイント＞
ぜひ、現場に行く際に元請事業者の現場管理者（カントクさん）
に「建設キャリアアップシステムのカードリーダーはどこにあり
ますか？」と聞いてみてください。その際に、入退場を記録して
いるかを確認し、入退場の場合、帰る際も忘れずにピッとしてく
ださい。

入退場を記録する際の表示画面

就業履歴のみを記録する際の表示画面

就業履歴登録画面

Windowsパソコンとカード
リーダを設置した例です。

iPadとカードリーダをブルー
トゥース接続し、設置した
例です。

iPhoneとカードリーダをブ
ルートゥース接続し、 設置
した例です。

カードリーダー

ピッ

ピッ

ピッ
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②就業履歴の直接入力
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メニュー320_就業履歴を選択しま
す。
10_入力を選択します。
就業履歴登録時の初期値画面が表示
されます。
現場選択ボタンを押します。

 カードを忘れた場合やカード再発行中で手元にカードがない場合、システムに就業履歴を直接入力で
きます。

 現場で作業した日の翌月末日まで登録できます。

一部省略

10

98

11

一部省略

検索結果として現場一覧が表示され
ます。現場を選択（青色に反転）し
ます。
設定ボタンを押します。

一部省略

検索条件欄が表示されます。
１か月以内に入場した現場や登録さ
れている現場のチェックボックスに
レ点を入れ、ヒントとなる現場ＩＤ
や現場名を入力します。（入力しな
くてもＯＫ）

就業履歴蓄積期間をカレンダーボタ
ンから入力します。
検索ボタンを押します。

5

4

6

3

2

7

1

＜ポイント＞
初めて直接入力する場合、「自身が施工体制に登録されている現
場」にレ点チェックを付けます。

ここで設定した内容が今後直接入力
をする際、初期値として設定表示さ
れます。（いつでも変更可能です）
はいボタンを押します。
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②就業履歴の直接入力
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 就業履歴入力画面が表示されました。表示している画面が小さい場合、右にスクロールします。
 ここでは、「2020年1月6日にＡプロ建設工事という現場で働いた記録」を入力します。
 初期値の立場は班長、職種は特殊作業員でしたが、立場を職長に、職種をとび工に変更の上、就業
履歴を蓄積します。

１月６日の行にある編集ボタンを押
します。

5

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

右にスクロール



建設キャリアアップシステム ガイダンス動画 技能者情報登録申請 インターネット申請

②就業履歴の直接入力
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入場時刻、退場時刻をプルダウンメ
ニューから選択します。
日付が翌日にまたがる場合、翌日チ
ェックボックスにチェックを入れま
す。

作業に従事した際の職種をプルダウ
ンメニューから選択します。
職種を変更する場合、選択ボタンか
ら設定します。
設定方法はセクション３を確認しま
す。

＜ポイント＞
就業履歴の直接入力を申請した場合、その現場の元請事業者によ
る承認が必要です。また、一次事業者による確認もできます。
この承認や確認がしやすいよう、作業内容欄に具体的な作業内容
を入力することを推奨します。

所属情報欄を確認します。
設定ボタンを押します。

8 9

10

11

12

6 7

13

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル
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②就業履歴の直接入力

Copyright (C) 2018 一般財団法人建設業振興基金 All Rights Reserved. 31

設定した内容が黄色で表示されます
ので、内容を確認します。
間違いがなければ、登録ボタンを押
します。
完了です。

一部省略

＜ポイント＞
前述したように、この後、元請事業者が就業履歴の直接入力に対
する承認を行います。この承認がないと確かな就業履歴として記
録されません。承認してもらうよう、お伝えください。
なお、カードリーダーによる就業履歴の蓄積には、この元請の承
認が不要です。

＜ポイント＞
職種によっては一日に複数個所の現場に行くこともあります。
例えば、午前はＡという現場でカードリーダーをかざしたが、午
後にＢという現場でカードをかざし忘れた場合、Ｂという現場で
作業した記録を残すため、直接入力を利用します。

8:00－12:00 Ａ現場：カード
13:00-17:00 Ｂ現場：直接

＜ポイント＞
カードリーダーを設置することが難しい現場もあります。
また、技能者と元請事業者との関係性が近い現場（戸建て住宅な
ど）では、承認してもらいやすいと思われます。
このような場合、カードリーダーを使わない、この直接入力によ
る就業履歴を是非、利用してください。

14

配信メールが必要な場合、レ点チェ
ックを入れます。
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②就業履歴の直接入力
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内容を確認します。
間違いがなければ、登録ボタンを押
します。

引き続き、この日（1月6日）に「虎ノ門ビル新築
工事に移動し、18時から21時まで作用に従事し
た場合」の例を説明します。

なお、午前中にＡ現場、午後からＢ現場で働いた
場合も同様に設定できます。

入場時刻、退場時刻をプルダウンメ
ニューから選択します。
日付が翌日にまたがる場合、翌日チ
ェックボックスにチェックを入れま
す。

設定ボタンを押します。

現場選択ボタンを押します。設定の
仕方は２８ページと同じです。

追加ボタンを押します。

5432

1

6

7

1098

一部省略

はいボタンを押します。
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③就業履歴への現場ＩＤ付与
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 現場で働いたにも関わらず、建設キャリアアップシステムに働いた現場がまだ設定されていなかっ
た場合、現場で作業した日の翌月末日まで、就業履歴を蓄積することができます。

 まず、登録現場を「現場ＩＤがない現場」として作成します。
 詳細は現場運用マニュアル第７章「06現場情報と技能者就業履歴の関連付け」を参照します。

メニュー320_就業履歴を選択しま
す。
10_入力を選択します。
下にスクロールし、所属事業者の情
報欄を表示します。
未登録現場のチェックボックスにレ
点をつけます。
現場名を入力します。
現場名は工事看板等に掲示されてい
る工事名称などを参考にします。

一部省略

設定ボタンを押します。

5

3

2

1

7

現場の選択方法や立場・職種等の設
定方法は30ページと同様です。
設定ボタンを押します。

就業履歴が正しく入力されたか確認
します。
登録ボタンを押します。

4

下
に
ス
ク
ロ
ー
ル

6
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③就業履歴への現場ＩＤ付与
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 次に、元請事業者が作成した現場ＩＤを前ページで作成した現場に付与することにより、ＩＤが関
連付けされます。

メニュー320_就業履歴を選択しま
す。
20_就業履歴への現場ＩＤ付与を選
択します。

入場日抽出期間は自動表示されます
。検索ボタンを押します。

一部省略

現場情報画面が表示されます。
検索ボタンを押します。

現場選択ラジオボタンに●をつけ、
設定ボタンを押します。

（仮称）神谷町プロジェクトに現場
IDが付与されています。住所等を確
認します。
設定ボタンを押します。

就業内容を設定します。設定方法は
２９ページを参照します。レ点チェ
ックを入れ、設定ボタンを押します
。

就業履歴に反映しているか確認しま
す。確認方法は１０ページを参照し
ます。

5

4

3

2

1

6

10

8

9
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④施工体制登録における代理手続き
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 代理手続き者（元請事業者や上位下請事業者）が、施工体制への登録等のために、技能者本人の技
能者情報を閲覧することができます。

 代理手続き者（元請事業者や上位下請事業者）が、施工体制へ技能者本人や技能者本人の就業内容
等の登録を行うことができます。

＜注意事項＞
この機能は、現場作業員一覧（作業員名簿）の登録を所属事業者
ではない元請事業者や上位事業者が代わりにできるものです。
技能者自身の情報を元請事業者や上位下請事業者が容易に閲覧で
きるようになりますので、十分ご理解の上、同意してください。

行選択ラジオボタンに●を付け、同
意するラジオボタンに●を付け、設
定ボタンを押します。

メニュー340_施工体制登録を選択
します。
10_代理手続きの同意確認を選択し
ます。

行選択ラジオボタンに●を付け、同
意しないラジオボタンに●を付け、
設定ボタンを押します。

ステータスに「同意する」が表示さ
れました。

ステータスに「同意する」から「同
意しない」に変わりました。

同意しない例

同意する例

54

3

2

1

54

3
2

1
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⑤所属と異なる事業者の元での就業履歴要請
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 所属事業者と異なる事業者の元で就業する場合に利用します。
 下記は、振興三次建築（株）の基礎浩二さんが（株）キャリア三次建設に所属している技能者とし
て、現場に従事する例です。

 詳細は現場運用マニュアル第５章を確認します。

メニュー340_施工体制登録を選択
します。
20_所属と異なる事業者の元での就
業要請を選択します。
合意要請フォーム画面が表示されま
す。検索条件欄に事業者ＩＤや事業
者名を入力し、検索ボタンを押しま
す。

検索結果が事業者一覧に表示されま
す。要請する事業者のラジオボタン
に●をつけ、要請ボタンを押します
。

合意リスト画面を表示し、ステータ
スが「未承認」であることを確認し
ます。

5

4

3

2

1

6

キャリア三次建設が承認すると、ス
テータスが承認に変わります。

＜注意事項＞
建設業では労働者の派遣は禁止されており、応援元の事業者と応
援先の事業者が両者間で適切な請負契約を締結する必要がありま
す。
その上で、応援元の事業者は応援先の事業者の下請事業者とし

てシステムに登録され、応援元の事業者に所属する技能者として
従事した就業履歴が蓄積されます。
ただし、建設業務労働者就業機会確保事業により、厚生労働大

臣の許可を受けて、技能者が応援先の事業者に送り出された場合
は、受け入れた事業者に所属する技能者として従事した就業履歴
が蓄積されます。
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〇建設キャリアアップシステムの導入で確認が可能となる、技能者の保有資格及び就業履歴のデータを活用し、個々の技能者の知識や技
能と組み合わせた「能力評価基準」を、職種ごとで各専門工事業団体が策定中。

〇この能力評価基準に基づいて技能者を評価する枠組みを構築し、レベルに応じてキャリアアップカードを色分けすることで、技能者の技能
や経験に応じた処遇の実現に向けた環境整備を行う。

〇さらに、この技能者の能力評価基準と連動した専門工事企業の施工能力等の見える化を進め、良い職人を育て、雇用する専門工事
企業が選ばれる環境を整備する。

評価基準に合わせ
てカードを色分け

○経験（就業日数）
○知識・技能（保有資格）
○マネジメント能力
（登録基幹技能者講習・職長経験）

技能者の能力評価の対象

これらを組み合わせて評価

建設キャリアアップシステムに登録した技能者に対し個別に配布さ
れるキャリアアップカードを、レベルに応じて色分けする

専門工事企業の施工能力等の見える化のイメージ

建設キャリアアップシステム
により客観的に把握可能

レベル２

レベル３

レベル４

初級技能者
（見習い）

：
中堅技能者
（一人前）

職長として現場に
従事できる者

高度なマネジメント
能力を有する者

（登録基幹技能者等）

経験年数 □年

レベル１

経験年数 ○年

○○技能講習

１級□□技能士

班長経験 □年

経験年数 ★年

登録基幹技能者

職長経験 ★年

国土交通省

専門工事業団体Ａ
Ａ業専門
工事企業
Ｘ社

民間・公共発注者 入職者等元請企業

①認定

第三者委員会
（事務局：専門工事業団体

Ａ）

②情報
の提出 ③各企業の

情報の整理
・提出

④情報の評価・まとめ

⑤結果の報告

Ａ工事業認定見える化制度

⑦情報の見える化

⑥結果
の通知

共通項目

基礎情報
・建設業許可の有無 ・財務状況等
・建設業の営業年数 ・社員数 ・団体加入

施工能力
・建設技能者の人数
（キャリアアップカードの保有人数、レベル など）
・施工実績

コンプライアンス ・建設業法の法令遵守、労働基準関係法令違反の状況
・社会保険加入状況

選択項目
施工能力 ・建機の保有状況 ・表彰 ・最大請負金額 ・協力会社 等
処遇・福利厚生 ・給与制度 ・休暇制度 ・労務管理 等

＜参考＞能力評価制度って何？

37
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鉄筋、型枠、機械土工の能力評価基準

※ ●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

呼称 鉄筋技能者 型枠技能者 機械土工技能者

レベル４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録鉄筋基幹技能者

●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）

●安全優良職長厚生労働大臣顕彰

●卓越した技能者（現代の名工）

・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録型枠施工基幹技能者

●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）

・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録機械土工基幹技能者

●１級建設機械施工技士

●１級土木施工管理技士

●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）

職長としての
就業日数

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

レベル３

就業日数 ７年（1505日） ７年（1505日） ７年（1505日）

保有資格

・１級鉄筋施工技能士（組立て、または施工図）

・レベル２の基準に示す保有資格

・型枠施工１級技能士

・型枠支保工の組立て作業主任者技能講習

・足場の組立て等作業従事者特別教育又は足場の
組立て等作業主任者技能講習

・職長・安全衛生責任者教育又は職長教育

・レベル２の基準に示す保有資格

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削
用）運転業務従事者安全衛生教育

●ローラー運転業務従事者安全衛生教育

●青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
（建設ジュニアマスター）

職長又は班長と
しての就業日数

職長又は班長として
３年（645日）

職長又は班長として
１年（215日）

職長又は班長として
１年（215日）

レベル２

就業日数 ３年（645日） ３年（645日） ２年（430日）

保有資格

・玉掛け技能講習 ・玉掛け技能講習

・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

●車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削
用）運転技能講習

●ローラーの運転の業務に係る特別教育

レベル１ （建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者）

Ｒ１．１０．７ 申請
Ｒ１．１０．８ 認定

38
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Ｒ１．１０．２４ 申請
Ｒ１．１０．２５ 認定左官、内装仕上の能力評価基準

※ ●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

呼称 左官技能者 内装仕上技能者

レベル４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録左官基幹技能者
●１級建築施工管理技士
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
●安全優良職長厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）

・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録内装仕上工事基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
●安全優良職長厚生労働大臣顕彰
●１級建築施工管理技士
●卓越した技能者（現代の名工）

・レベル２、３の基準に示す保有資格

職長としての
就業日数

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

レベル３

就業日数 ５年（1075日） ５年（1075日）

保有資格

●１級左官技能士
●青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰

・レベル２の基準に示す保有資格

●１級技能士（内装仕上げ施工職種または表装職種）
●青年優秀施工土地・建設産業局長顕彰
●２級建築施工管理技士

・レベル２の基準に示す保有資格

職長又は班長と
しての就業日数

職長又は班長として
１年（215日）

職長又は班長として
３年（645日）

レベル２

就業日数 ３年（645日） ３年（645日）

保有資格

●２級左官技能士
●研削といしの取替え等の業務特別教育及び足場の組立て作業従事者特別
教育

●２級技能士（内装仕上げ施工職種または表装職種）
●足場の組立等作業従事者特別教育
●自由研削といしの取替え等の業務特別教育
●有機溶剤作業主任者技能講習
●丸のこ等取扱作業者安全教育
●玉掛け技能講習

レベル１ （建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者）
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建設キャリアアップシステム ガイダンス動画 技能者情報登録申請 インターネット申請

防水施工、切断穿孔、サッシ・カーテンウォール、建築大工の能力評価基準

※ ●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

呼称 防水施工技能者 切断穿孔技能者 サッシ・カーテンウォール技能者 建築大工技能者

レベル４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録防水基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録切断穿孔基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録建築大工基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マス
ター）
●安全優良職長厚生労働大臣顕彰
●卓越した技能者（現代の名工）
●技能グランプリ（金賞・銀賞・銅賞・敢闘
賞）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

職長としての
就業日数

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

レベル３

就業日数 ７年（1505日） 6年（1290日） ７年（1505日） ７年（1505日）

保有資格

・１級防水施工技能士
・レベル２の基準に示す保有資格

・職長・安全衛生責任者教育
・レベル２の基準に示す保有資格

●１級ビル用サッシ施工作業技能士
●１級金属製カーテンウォール工事作業技能士
・職長・安全衛生責任者教育
・レベル２の基準に示す保有資格

・下記のうちから２つ以上
✓１級又は２級建築大工技能士
✓枠組壁建築技能士
✓１級又は２級建築施工管理技士
✓１級若しくは２級建築士又は木造建築士
✓職業訓練指導員（建築科・枠組壁建築科
・プレハブ建築科）

✓木材加工用機械作業主任者技能講習
✓建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能
講習

✓足場の組立て等作業主任者技能講習
✓木造建築物の組立て等作業主任者技能講
習

✓青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
✓プレハブ建築マイスター
✓認定ログビルダー

・レベル２の基準に示す保有資格

職長又は班長とし
ての就業日数

職長又は班長として
1年（215日）

職長又は班長として
1年（215日）

職長又は班長として
1年（215日）

職長又は班長として
0.5年（108日）

レベル２

就業日数 ３年（645日） ３年（645日） ３年（645日） ３年（645日）

保有資格

●２級防水施工技能士
●玉掛け技能講習

・切断穿孔技士 ●２級ビル用サッシ施工作業技能士
●２級金属製カーテンウォール工事作業技能士
●下記の全ての資格
✓職長・安全衛生責任者教育
✓低圧電気取扱特別教育
✓アーク溶接特別教育
✓足場の組立て等作業従事者特別教育
✓研削といしの取替え等の業務特別教育

・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
・足場の組立て等作業従事者特別教育又は足場
の組立て等作業主任者技能講習

レベル１ （建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者）

Ｒ１．１０．３０ 申請
Ｒ１．１０．３１ 認定
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建設キャリアアップシステム ガイダンス動画 技能者情報登録申請 インターネット申請

Ｒ１．１２．２５ 申請
Ｒ１．１２．２６ 認定トンネル、圧接の能力評価基準

※ ●印の保有資格は、いずれかの保有で可。

呼称 トンネル技能者 圧接技能者

レベル４

就業日数 １０年（2150日） １０年（2150日）

保有資格

●登録トンネル基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

●登録圧接基幹技能者
●優秀施工者国土交通大臣顕彰（建設マスター）
・レベル２、３の基準に示す保有資格

職長としての
就業日数

職長として
３年（645日）

職長として
３年（645日）

レベル３

就業日数 ７年（1505日） ７年（1505日）

保有資格

・ずい道等の掘削等作業主任者又はずい道等の覆工作業主任者
・発破技士又は火薬類取扱保安責任者（甲・乙種）
・職長・安全衛生責任者教育
・レベル２の基準に示す保有資格

・職長・安全衛生責任者教育
・足場の組立等作業従事者特別教育
・レベル２の基準に示す保有資格

職長又は班長と
しての就業日数

職長又は班長として
１年（215日）

職長又は班長として
1年（215日）

レベル２

就業日数 2年（430日） ３年（645日）

保有資格

・車両系建設機械（機体重量３ｔ以上の整地・運搬・積込み・掘削用機械）
の運転技能講習
・小型移動式クレーン（５ｔ未満）の運転技能講習
・玉掛け作業技能講習
・高所作業車の運転技能講習
・車両系建設機械（解体用）の運転技能講習又はコンクリート打設用機械の
作業装置の操作特別教育
・高所作業車の運転特別教育
・特定粉じん作業特別教育
・ずい道等の掘削・運搬・覆工等の内作業特別教育

・ガス溶接技能講習
・研削といしの取替え等の業務特別教育

レベル１ （建設キャリアアップシステムに技能者登録され、かつ、レベル２から４までの判定を受けていない技能者）
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